
関東信越国税局．長殿

課評 2 —●

課資 2- • 
令和 4年●月●日

国税庁長官

（官印省略）

財産評価基本通達6項に基づく指示について

（令和4年 12月 9日付関局一評 2-6ほか4課共同による上申に対する指示）

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととされたい。




